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平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

安
委
規
程

口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

規

業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関

口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の
通

委
告
示

科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
に
関
す

委
規
則

員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の

安
委
規
則

械
警
備
業
者
の
即
応
体
制
の
整
備
の

目

次

則業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す

業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規

小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の

委
規
則

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

則

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
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す
る
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す
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す
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す
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す
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平 成 年
月 日

（金曜日）

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九

（
そ
の
他
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る

己
啓
発
等
休
業
規
則
の
適
用

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年

現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に

（
報
告
に
係
る
事
実
の
確
認
）

第
四
条

知
事
は
、
自
己
啓
発

告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給

第
五
条

自
己
啓
発
等
休
業
を

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年

と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の

第
二
条

自
己
啓
発
等
休
業
の

等
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る

２

知
事
は
、
自
己
啓
発
等
休

認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請

る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の

第
三
条

前
条
の
規
定
は
、
自

山
口
県
規
則
第
二
号

現
業
職
員
の
自
己
啓
発

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員

十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と

下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の

日

山
口

も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
自
己
啓
発

を
受
け
る
者
の
例
に
よ
る
。

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
条

、
当
該
報
告
に
係
る
事
実
を
確
認

証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

の
調
整
）

し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

る
者
の
例
に
よ
り
、
昇
給
の
場
合

申
請
手
続
）

承
認
の
申
請
は
、
自
己
啓
発
等
休

日
の
一
月
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ

業
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、
そ

を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書

延
長
の
申
請
手
続
）

己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の

等
休
業
に
関
す
る
規
則

の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
知

自
己
啓
発
等
休
業
に
つ
い
て
必
要

一

県
知
事

二

井

関

成

等
休
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

が
で
き
る
。

き
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業

。
以
下
「
自
己
啓
発
等
休
業
規
則

に
準
じ
て
当
該
職
員
の
号
給
を
調

業
承
認
申
請
書
に
よ
り
、
自
己
啓

ば
な
ら
な
い
。

の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

例
（
平
成
十
九
年
山
口
県
条
例
第

事
が
任
命
す
る
単
純
労
務
職
員
（

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

自 報きに」整 発とき 五以

規

則



平成 年 月 日 金曜日

はを第
を
第第

員
」第第

計
画

山 口

（
育

第
九よ

２
す

（
育

第
十に

県 報

と
す第

条
」第

め
、

（
育

第
八認

（号 外 ）

山
現

う
に第第

条
第

附

則

、
「
育
児
短
時
間
勤
務
に
よ
り
養

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五
条
の
見
出
し
を
「
（
育
児
休
業

六
条
と
す
る
。

四
条
の
見
出
し
中
「
子
」
を
「

を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条

三
条
を
第
四
条
と
す
る
。

二
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
育
児

書
」
を
「
育
児
休
業
等
計
画
書
」

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間

条

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
育
児

る
。

児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
が
死
亡

条

第
五
条
の
規
定
は
、
育
児
短

お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中

る
。

七
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項

を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を

六
条
の
見
出
し
を
「
（
育
児
休
業

同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次

児
短
時
間
勤
務
に
係
る
計
画
の
申

条

育
児
休
業
等
に
よ
り
子
を
養

を
請
求
す
る
際
に
行
う
申
出
は
、

口
県
規
則
第
三
号

現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

改
正
す
る
。

十
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
九
条

八
条
中
「
第
十
条
第
五
項
の
規
定

五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

育
し
て
い
る
時
間
に
当
該
職
員

を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当

育
児
休
業
に
係
る
子
」
に
改
め
、

を
第
五
条
と
す
る
。

休
業
に
係
る
計
画
の
申
出
）
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す

の
延
長
の
請
求
手
続
）

は
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
育

短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間

し
た
場
合
等
の
届
出
）

時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に

「
当
該
職
員
以
外
の
当
該
子
の

」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に

第
十
一
条
と
す
る
。

を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に

に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

出
）

育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て

育
児
休
業
等
計
画
書
に
よ
り
行

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
規
則

を
第
十
三
条
と
す
る
。

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例

す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
三
項

以
外
の
当
該
子
の
親
が
当
該
子

等
の
支
給
）
」
に
改
め
、
同
条

同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
職

に
改
め
、
同
条
中
「
育
児
休
業

る
。

児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に

の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

親
が
常
態
と
し
て
」
と
あ
る
の

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四

お
け
る
号
給
の
調
整
）
」
に
改

職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
の
承

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
則

第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十

」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条

条
第
三
号
ロ
」
を
「
第
百
五
十

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第

項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

号
」
に
、
「
第
十
一
条
第
三
項

第
五
条
第
一
項
中
「
第
百
二

部
分
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を

を
「
第
百
五
十
条
第
一
号
」
に

三
項
中
「
第
百
二
十
四
条
第
二

十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

イ
」
に
、
「
第
十
三
条
第
三
項

土
交
通
省
告
示
第
一
号
」
を
「

水
産
省
告
示
・
経
済
産
業
省
告

第
六
条
」
を
「
第
六
条
及
び
第

第
三
条
中
「
第
百
十
九
条
第

で
」
を
「
第
八
条
か
ら
第
十
条

第
四
条
第
一
項
中
「
第
百
二

「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

第
五
号
」
を
「
第
百
四
十
九
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
十
九
年
内

省
令
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号

水
産
省
令
・
経
済
産
業
省
令
・

第
二
条
中
「
第
百
十
八
条
第

九
年
金
融
庁
告
示
・
財
務
省
告

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九

山
口
県
規
則
第
四
号

条
第
三
号
ロ
」
に
、
「
第
十
三
条

百
二
十
四
条
第
三
号
ハ
」
を
「
第

「
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号

」
を
「
第
十
二
条
第
三
項
」
に
改

十
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
」

「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第

、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第

号
」
を
「
第
百
五
十
条
第
二
号
」

条
第
四
項
中
「
第
百
二
十
四
条
第

」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改

平
成
二
十
年
金
融
庁
告
示
・
財
務

示
・
国
土
交
通
省
告
示
・
環
境
省

七
条
」
に
改
め
る
。

六
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
五

ま
で
」
に
改
め
る
。

十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第

十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
十
一

法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

行
細
則
（
平
成
十
九
年
山
口
県
規

閣
府
令
・
財
務
省
令
・
厚
生
労
働

」
を
「
平
成
二
十
年
内
閣
府
令
・

国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
第
一

一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
十
四

示
・
厚
生
労
働
省
告
示
・
農
林
水

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

日

山
口

第
四
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項

百
五
十
条
第
三
号
ハ
」
に
、
「
第

」
を
「
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第

め
る
。

を
「
第
百
五
十
条
各
号
列
記
以
外

二
項
中
「
第
百
二
十
四
条
第
一
号

十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

に
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「

三
号
イ
」
を
「
第
百
五
十
条
第
三

め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
百
二
十

省
告
示
・
厚
生
労
働
省
告
示
・
農

告
示
第
一
号
」
に
、
「
第
五
条
及

項
」
に
、
「
第
七
条
か
ら
第
九
条

百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
に

第
二
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
一

条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第

規
則

則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

省
令
・
農
林
水
産
省
令
・
経
済
産

財
務
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
・
農

号
」
に
改
め
る
。

条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
平
成

産
省
告
示
・
経
済
産
業
省
告
示
・

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

二

」十 六の」第第号四 林びま、項二 よ業林十国



平成

第付

年 月 日 金曜日

第第第第第第第第

山 口 県

山
山

号
）題

目
次第

報

こ山

（号 外 ）

三
条

「
第

八
項

十
四第

十
五

九
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
）

則 二
章

教
育
活
動
（
第
四
条

第

三
章

教
科
書
以
外
の
教
材
（
第

四
章

職
員
組
織
（
第
十
一
条

四
章
の
二

学
校
評
議
員
（
第
十

五
章

施
設
設
備
の
管
理
（
第
十

六
章

入
学
、
退
学
、
転
学
、
休

七
章

賞
罰
（
第
二
十
五
条
・
第

八
章

寄
宿
舎
（
第
二
十
七
条

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理

口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

名
の
次
に
次
の
目
次
を
付
す
る
。

一
章

総
則
（
第
一
条

第
三
条

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

教

育

委

口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

第
五
項
」
を
「
第
十
四
条
第
五
項

百
五
十
条
第
三
号
ニ
」
に
、
「
第

中
「
第
百
二
十
四
条
第
四
号
」
を

条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

六
条
中
「
第
百
六
十
六
条
第
二
項

条
」
に
改
め
る
。

附

則

八
条
）

九
条
・
第
十
条
）

第
十
五
条
の
八
）

五
条
の
九
）

六
条

第
十
八
条
）

学
及
び
卒
業
（
第
十
九
条

第

二
十
六
条
）

第
二
十
八
条
の
三
）

号
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山

。） す
る
。

員

会

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る山

」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「

十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
十
四

「
第
百
五
十
条
第
四
号
」
に
、

」
を
「
第
百
九
十
二
条
第
二
項

二
十
四
条
）

す
る
規
則

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

第
百
二
十
四
条
第
三
号
ニ
」
を

条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第

「
第
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第

」
に
、
「
第
十
四
条
」
を
「
第

美
祢
市
の
う
ち
於
福
中
学
校
区
、

郡
の
区
域
に
限
る
。
）
」
に
改

月
二
十
日
に
お
け
る
美
祢
市
の

「

別
表
第
二
中

美
祢
市
の
う
ち

美
祢
郡
美
東
町

美
祢
郡
美
東
町

阿
武
郡
阿
東
町

「

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
立
高
等
学
校
全

山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制

会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

別
表
第
一
防
府
学
区
の
項
中

別
表
の
１
の
表
山
口
県
立
美

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す

山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制

公
布
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
第
五
十

項
中
「
第
五
十
七
条
の
五
第
一

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六

第
三
項
（
省
令
第
百
三
十
五
条

第
二
十
四
条
中
「
第
六
十
一

及
び
第
百
四
条
第
三
項
」
に
、

め
る
。

美
東
中
学
校
区

め
、
同
表
厚
狭
学
区
の
項
中
「
美

区
域
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

於
福
中
学
校
区

日
二
号

日
制
課
程
の
通
学
区
域
に
関
す
る

課
程
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
美
祢
郡
」
を
「
美
祢
市
（
平
成

祢
高
等
学
校
の
項
中
「

芳
秋

郡
祢
美

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の

る
。

課
程
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

七
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
八
十

項
」
を
「
第
八
十
七
条
第
一
項
」

十
五
条
第
三
項
（
省
令
第
七
十
三

第
五
項
」
に
改
め
る
。

条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
十
五
条

「
第
七
十
三
条
の
十
六
第
五
項
」

三

に
改
め
る
。

祢
市
」
の
下
に
「
（
平
成
二
十
年

」
を

山
口
県
教
育
委
員
会

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委

二
十
年
三
月
二
十
日
に
お
け
る
美

町

」
を
「

市
祢
美

」
に
改
め
る

１
の
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第

に
改
め
る
。

条
の
十
六
第
五
項
」
を
「
第
百
四

第
三
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
三

を
「
第
百
三
十
五
条
第
五
項
」
に

三 員祢 。十に 四条項改

教

育

委

員

会



平

当が

成 年 月 日 金曜日

（
趣

第
一十要

（
大

第
二第に

山 口

職
山

県 報

教
号
）

（号 外 ）

こ
山

す
る
外
国
の
大
学
（
こ
れ
に
準
ず

二
年
を
超
え
、
三
年
を
超
え
な
い

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
自
己

四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

学
等
課
程
の
履
修
の
成
果
を
あ
げ

条

条
例
第
三
条
の
人
事
委
員
会

二
十
六
号
）
第
九
十
七
条
に
規
定

よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
教
育
を
行

員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関

科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
に

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

「
、
美
祢
郡
」
を
削
る
。

人

事

委

美
祢
市
の
う
ち
美
東
中
学
校
区

阿
武
郡
阿
東
町

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
三
月
二

口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二

る
教
育
施
設
を
含
む
。
）
の
課

も
の
に
在
学
し
て
そ
の
課
程
を

啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（

）
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の

る
た
め
に
特
に
必
要
な
場
合
）

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
学
校

す
る
大
学
院
の
課
程
（
同
法
第

う
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。山

号
す
る
規
則

関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
九
年
山

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
か山

員

会

」

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号

程
で
あ
っ
て
、
そ
の
修
業
年
限

履
修
す
る
場
合
と
す
る
。

平
成
十
九
年
山
口
県
条
例
第
五

自
己
啓
発
等
休
業
に
つ
い
て
必

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

百
四
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定

の
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
に
相

口
県
人
事
委
員
会

口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九

ら
施
行
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

イ

通
勤
（
退
職
手
当
条

一

自
己
啓
発
等
休
業
の
期

二
百
六
十
一
号
。
以
下
「

の
処
分
を
除
く
。
）
を
受

二

自
己
啓
発
等
休
業
の
期

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

り
職
員
と
し
て
の
引
き
続

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

む
。
）
が
五
年
に
達
す
る

も
の
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を

の
昇
給
日
（
初
任
給
、
昇
格

会
規
則
第
十
八
号
）
第
二
十

昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
当
該

（
退
職
手
当
の
取
扱
い
）

第
七
条

条
例
第
十
一
条
第
二

る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山

件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と

第
四
条

前
条
の
規
定
は
、
自

（
報
告
に
係
る
事
実
の
確
認
）

第
五
条

任
命
権
者
は
、
自
己

る
報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お

き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給

第
六
条

自
己
啓
発
等
休
業
を

の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の

第
三
条

自
己
啓
発
等
休
業
の

認
申
請
書
に
よ
り
、
自
己
啓

ら
な
い
。

２

任
命
権
者
は
、
自
己
啓
発

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

き
る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の

こ
の
限
り
で
な
い
。

例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通

間
中
の
行
為
を
原
因
と
し
て
地
方

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の

け
て
い
な
い
こ
と
。

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
た

（
以
下
「
退
職
手
当
条
例
」
と
い

い
た
在
職
期
間
に
含
む
も
の
と
さ

よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た

ま
で
の
間
に
退
職
し
た
も
の
で
は

考
慮
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し

、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則

九
条
に
規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う

職
員
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

口
県
条
例
第
五
号
）
第
七
条
第
四

す
る
。

己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の

啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か

い
て
、
当
該
報
告
に
係
る
事
実
を

、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

の
調
整
）

し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場

め
ら
れ
る
と
き
は
、
条
例
第
十
条

申
請
手
続
）

承
認
の
申
請
は
、
人
事
委
員
会
が

発
等
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日

等
休
業
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て

申
請
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証

延
長
の
申
請
手
続
）

勤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ

公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
（
懲
戒
免

職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
職
員

う
。
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に

れ
た
期
間
及
び
退
職
手
当
条
例
第

在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず

た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最

（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
人
事
委

。
）
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に

で
き
る
。

用
さ
れ
る
職
員
の
退
職
手
当
に
関

項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

ら
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
が
で
き
る
。

合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員

の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し

定
め
る
様
式
の
自
己
啓
発
等
休
業

の
一
月
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば

、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が

明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

四

る 第職のよ七含れ 初員、す要 よととた 承なあで

人

事

委

員

会



平成

山

年 月 日 金曜日

人こ職

山 口 県

四五六七
（
そ

第
八

報

２
一二三

（号 外 ）

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二

院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

の
他
）

条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
場

前
項
第
二
号
の
職
員
と
し
て
の
在

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定

務
上
の
傷
病
に
よ
り
同
項
第
一
号

期
間
を
除
く
。
）

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た

間
傷
病
（
退
職
手
当
条
例
第
三
条

死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
又

ロ

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規

含
む
。
）

ハ

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た

ニ

退
職
手
当
条
例
第
七
条
の
四号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ山

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

た
期
間

十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十

期
間

、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し

ほ
か
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休

合職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期

に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期

に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い

停
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
職
員
団

第
二
項
に
規
定
す
る
傷
病
を
い

は
公
務
上
の
傷
病
若
し
く
は
死

の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の

職
員
が
、
当
該
任
期
が
満
了
し

第
四
項
、
第
八
条
第
三
項
又
は

こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学

て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間

業
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

間
（
通
勤
に
よ
る
傷
病
又
は
公

た
場
合
に
お
け
る
当
該
休
職
の

体
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

亡
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

（
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項

到
来
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
を

た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

第
十
三
条
の
規
定
に
該
当
し
て

え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条

る
。第

四
条
の
見
出
し
中
「
子
」

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項

の
は
、
「
育
児
短
時
間
勤
務

子
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の

第
五
条
の
見
出
し
中
「
勤
務

し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

一
号
イ
中
「
地
方
公
務
員
の
育

に
改
め
、
「
育
児
休
業
を
し
て

百
六
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の

第
九
条

条
例
第
十
二
条
の
人

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又

第
十
条

育
児
短
時
間
勤
務
の

児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書

２

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は

す
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子

第
十
一
条

第
五
条
の
規
定
は

め
、
同
条
中
「
第
六
条
」
を
「

加
え
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
計

第
八
条

条
例
第
十
一
条
第
五

る
方
法
と
す
る
。

２

条
例
第
十
一
条
第
五
号
の

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
引

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
十
四
条
と
す
る

第
八
条
中
「
第
八
条
第
二
項

第
七
条
第
二
項
中
「
第
四
条

項
」
に
、
「
第
四
条
第
一
項
」

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
育

の
二
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二

を
「
育
児
休
業
に
係
る
子
」
に
改

第
四
号
中
「
当
該
職
員
以
外
の
当

に
よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間
に
当

と
す
る
。

し
た
」
を
「
育
児
休
業
を
し
て
い

中
「
第
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「

児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

い
た
期
間
」
の
下
に
「
、
地
方
公

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
は

は
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
）

承
認
又
は
期
間
の
延
長
の
請
求
は

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は

が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
）

、
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る

第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七

画
の
申
出
）

号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

規
定
に
よ
る
申
出
は
、
第
三
条
第

き
続
く
勤
務
日
の
日
数
の
上
限
）

る
規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
人
事

。」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に

の
」
を
「
第
五
条
の
」
に
、
「
第

を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、

児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰

五

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と

め
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「

該
子
の
親
が
常
態
と
し
て
」
と
あ

該
職
員
以
外
の
当
該
子
の
親
が
当

る
職
員
の
期
末
手
当
等
に
係
る
勤

第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

三
年
法
律
第
百
十
号
）
」
を
「
法

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

発
等
休
業
を
し
て
い
た
期
間
」
を

、
十
二
日
と
す
る
。

、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
の

。期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準

職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条

方
法
は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定

二
項
の
育
児
休
業
等
計
画
書
に
よ

委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る

四
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第

同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）
」
に

す職 る該務第」二加 育用場 をすり 次。三改



平
成
二

平
成
二

平

山

成 年 月 日 金曜日

別
し
、六こ

山

山 口

布
す

山
機

規
則

県 報

にこ機

（号 外 ）

員
」第第

三
号

条
をす育十

年
二
月
二
十
九
日
印
刷

十
年
二
月
二
十
九
日
発
行

口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す

表
中
第
九
号
を
削
り
、
第
八
号
を

第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

美
祢
市
の
う
ち
平
成
二
十
年
三

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
三
月
二

口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
一

る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一

機
械
警
備
業
者
の
即
応
体
制
の

械
警
備
業
者
の
即
応
体
制
の
整
備

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

よ
り
子
の
養
育
を
支
援
す
る
こ
と

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一

公

安

委

械
警
備
業
者
の
即
応
体
制
の
整
備

を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条

三
条
を
第
四
条
と
す
る
。

二
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
育
児

」
を
「
第
三
条
第
四
号
」
に
、

同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一

条
例
第
三
条
第
四
号
の
人
事
委
員

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

児
休
業
並
び
に
育
児
短
時
間
勤
務

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規

第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八

る
。

月
二
十
日
に
お
け
る
美
祢
郡
美

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号

山

号
整
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の

の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

改
正
す
る
。

を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

員

会

の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
第
五
条
と
す
る
。

休
業
に
係
る
計
画
の
申
出
）
」

「
育
児
休
業
計
画
書
」
を
「
育
児

項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
、

会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
地

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

及
び
こ
れ
に
類
す
る
方
法
で
所

庁

定
価
一
箇
月

金
二

事
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と

東
町
及
び
秋
芳
町
の
区
域

口
県
公
安
委
員
会

一
部
を
改
正
す
る
規
則

五
十
八
年
山
口
県
公
安
委
員
会

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
条
第

休
業
等
計
画
書
」
に
改
め
、
同

同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る

定
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と

千
七
百
円
（
送
料
共
）

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年

別
表
第
二
中
三
十
三
の
表
を

繰
り
下
げ
、
二
十
四
の
表
の
次

転
移

の
益
収
る

よ
に
罪
犯

防

第

項
条

拠
根第

報
条

第

立
項
１
第
条

特
条

別
表
第
一
中
八
十
三
の
表
を

繰
り
下
げ
、
六
十
の
表
の
次
に

転
移

の
益
収
る

よ
に
罪
犯

防

項
１
第
条
９
第

項
条

拠
根第

疑
項
３
第
条
９
第

疑特
条

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九

山
口
県
公
安
委
員
会
の

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
十
四
の
表
と
し
、
二
十
五
の
表

に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

律
法

る
す
関

に
止

徴
の
料

資
は
又
告

の
務

事

事
定

問
質

び
及

査
検

入

収

び
及

導
指

る
す

対
に

者
業

言
助

八
十
四
の
表
と
し
、
六
十
一
の
表

次
の
一
表
を
加
え
る
。

律
法

る
す
関

に
止

成
平

法
年

届
の
引

取
い
し
わ

の
務

事

の
引

取
い
し
わ

理
受
の
出

定

通
の
項

事
る
係

に
出

届

告
勧
る
す
対
に

者
業
事

日権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に

に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

か
ら
三
十
二
の
表
ま
で
を
一
表
ず

容
内 か

ら
八
十
二
の
表
ま
で
を
一
表
ず

第
律

）
号

知

容
内 山

口
県
公
安
委
員
会

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安

六

つ つ 規委

公

安

委

員

会
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